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・抜いたコンクリートは、そのままポンプ井内の底板レベルまで落とし、回
収する方法を前提としています。（ポンプ井内に足場等の設置は不要）

特記仕様書 P.10に
「(データ管理機能)
　ｳ) その他
　　・帳票・故障・運転履歴・トレンド等データを任意に加工・管
理する。」とありますが、csvファイル等の出力機能があれば良
いと認識して良いですか。

設計図20葉之内11で地下1階に電波式水位計のためのコア貫
通が記載されていますが、この作業では貫通部が落下するの
を受け止めるためにポンプ井内に足場等を設置して作業員が
入るという前提でしょうか？

・受注者の責で機能増設を行ってもよいですが、今後の機能保障は受注
者での対応とします。

・質疑の通りです。

特記仕様書 P.13に
「11) 計装盤機能増設
　ｱ) 投込式水位計新設に伴う・・・」とありますが、
既設メーカに機能増設を依頼することなく、受注者の責で機能
増設を行って良いですか。

質疑事項
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